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国道１６９号上北山村西原地内の崩土による通行止について（第８報）  

 

４月１日に発生した国道１６９号（上北山村西原地内）の崩土について、

現在、片側交互通行による通行が可能となっていますが、雨量が基準値を  

超過した場合における通行規制（以下「雨量規制」という。）については、

基準値を通常時の１/２で運用をしてきました。 

この度、これまで進めてきたボーリング調査の解析結果とこれまでの観測 

データを有識者にも確認していただき、その意見も踏まえて、下記のとおり

雨量規制の基準値を緩和する運用を本日から開始します。 

 

記 

 

以下の基準以上の降雨により通行止を実施 

 

（これまで）時間雨量 12.5mm 以上、連続雨量 55mm 以上 

↓↓↓ 

（本日より）時間雨量 25mm 以上、連続雨量 70mm 以上 

 

＜参考＞ 

通常時の基準：時間雨量 25mm 以上、連続雨量 110mm 以上 



国道１６９号上北山村西原地内の崩土による通行止について
（第８報）

「奈良県道路網図（R 3JHs 632）を転載」

R5.12.23国道169号
崩土箇所

（消防、救急、生活必需等の
緊急車両のみ通行可能）

西原地区通行規制区間
Ｌ=約１．１km

（上北山村 西原 下田トンネル南口）
～

（上北山村 西原 大栃橋北側）

国道４２５号

R6.4.1上北山村西原
崩土箇所

（片側交互通行）

国道１６８号
広域迂回路

林道サンギリ線

R6.4.11下北山村大瀬
崩土箇所
（通行止）

大瀬地区通行規制区間
Ｌ=約１５．８km

（上北山村 河合）
～

（下北山村 上池原）


